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１．スポーツにおける国際協力の意義

1.1. すべての人にとっての体育・スポーツ
　 国 際 連 合 教 育 科 学 文 化 機 関（United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization: 
UNESCO）は「体育・スポーツ国際憲章」（1978）に
おいて「体育・スポーツの実践はすべての人にとって
の基本的権利である」と定めている．また，「体育・
身体活動・スポーツに関する国際憲章」（2015）にお
いても，「体育・身体活動・スポーツの実践は，すべ
ての人の基本的権利である」と示されており，「人種，
ジェンダー，性的思考，言語，宗教，政治的またはそ
の他の意見，国民もしくは社会的出身，財産その他一
切の理由に基づく差別を受けることなく，体育・身体
活動・スポーツを行う基本的な権利を持っている．」
と定義している．オリンピック憲章（2019）において
もまた，「スポーツをすることは人権の一つである．
すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく，
オリンピック精神に基づき，スポーツをする機会を与

えられなければならない．」と根本原則として記され
ている．
　欧州から生まれた「スポーツ・フォー・オール（Sport 
for all）」は，スポーツは，才能や機会に恵まれた一
部の人のためのものではなく，性別，年齢，貧富の差
などを超えてすべての人々が享受すべき権利を持つと
いう概念である（齊藤 2018）．この言葉に着目してみ
ると，ヨーロッパ・スポーツ・フォー・オール憲章（1975）
第 1 条では，「すべての個人は，スポーツに参加する
権利を持つ」と示されている．
　日本では，日本スポーツ学会がスポーツ基本法要綱
案（1997）に「すべて国民は，ひとしくスポーツに関
する権利を有し，生涯にわたって実際生活に即し，ス
ポーツに参加する自発的な権利が保障されなければな
らない．スポーツに参加することは，人種，信条，性
別，出生，社会的身分，経済的地位，障がいの事情な
どにより差別されてはならない」としている．
　日本の「スポーツ基本法」（2011）においても，「ス
ポーツは，世界共通の人類の文化である」としてスポー
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ツの価値や意義，スポーツの果たす役割の重要性を示
している．
　しかし，諸外国においては「ヨーロッパ評議会みん
なのスポーツ憲章」（1975）や「ユネスコ体育・スポー
ツ国際憲章」（1978）が採択され，スポーツ権，つまり，
すべての人にスポーツをする権利や楽しむ権利が承認
されるとともに，スポーツ政策の基本を定めるスポー
ツ基本法などが各国で制定され始めたことをみると，
日本では約 30 年遅れてスポーツ権が認められたこと
になる（中西 2010）．
　権利としてのスポーツの背景には時代の流れに差異
はあるものの，世界中のすべての人々にとってスポー
ツを行うことは基本的な権利であり，一部の人だけの
ものではないという考え方がその根幹にある．スポー
ツに参加することは，人種，信条，性別，出生，社会
的身分，経済的地位，政治的またはその他の意見，障
がいの事情，言語，宗教，その他一切の理由に基づく
差別を受けることなく，すべての人にとって保障され
た権利なのである．しかし，発展途上にある国々では，
経済的に恵まれた一部の人々だけしかスポーツに取り
組めない（国際協力事業団　国際協力総合研究所 
2000）現状があったり，「スポーツはぜいたく品（岡
田 2012, p.22）」という認識があったりと，まだまだ
体育・スポーツを取り巻く環境は厳しく，すべての人々
に保障されたものにはなっていない．また，国際的に
も認知されている権利であるにもかかわらず，性差や
能力差によりスポーツに参画しにくい状況が生まれた
り，体育・スポーツに係る予算の削減からスポーツに
必要な場や資源が不足したりするなど，体育・スポー
ツの重要性が政治的に無視されやすい傾向にあること
も指摘されている（United Nations 2003）．さらに，
United Nations（2006）は，スポーツと遊びは人権と
して繰り返し認められているが，優先事項とみなされ
ず，「忘れられた権利」とさえ呼ばれていると述べて
いる．
　このような現状に鑑み，体育・スポーツにおける国
際協力の在り方を考えると，すべての人々が体育・ス
ポーツを行える環境を整える重要な責務を負っている
と言えよう．そこで，次節では，体育・スポーツにお
ける国際協力の意義を再考していくこととする．

1.2. 体育・スポーツにおける国際協力の意義
　ユネスコ「体育・身体活動・スポーツに関する国際
憲章」（2016）第 12 条では，「国際協力は，体育・身

体活動・スポーツの範囲と影響を拡大するための必須
の条件である」と定め，国際協力及び国際協調を通じ
て，体育・身体活動・スポーツを活用するよう主張し
ている．
　2016 年のリオデジャネイロオリンピック・パラリ
ンピックでは，政治的な理由などで祖国にいられなく
なったアスリートに，大会出場の機会を与えるために，
難民選手団が結成された．このようなスポーツの祭典
であるオリンピックの場においてスポーツをする機会
が保障された難民選手団の結成は，多くの人に勇気を
与え，スポーツの可能性を再確認する機会になったの
ではないだろうか．
　また，日本のスポーツ基本法（2011）では，「スポー
ツに係る国際的な交流及び貢献の推進」において，第
19 条により，「国及び地方公共団体は，スポーツ選手
及び指導者等の派遣及び招へい，スポーツに関する国
際団体への人材の派遣，国際競技大会及び国際的な規
模のスポーツの研究集会等の開催その他のスポーツに
係る国際的な交流及び貢献を推進するために必要な施
策を講ずることにより，我が国の競技水準の向上を図
るよう努めるとともに，環境の保全に留意しつつ，国
際相互理解の増進及び国際平和に寄与するよう努めな
ければならない．」と定めている．さらに，スポーツ
基本法（2011）の基本理念 8 項目のうちの 1 つに，「ス
ポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することに
より，国際相互理解の増進及び平和に寄与」と定めら
れているように，スポーツに期待する力は国内だけに
とどまらず，世界全体を通した国際交流の一助となっ
たり国際平和に寄与したりすることが求められている．
このことから，我が国日本としても，スポーツにおけ
る国際協力を行うことは一つの責務であることが分か
る．
　さらに，これまで数多くの人材派遣を行ってきた
JICA 全体の国際協力のミッションは，「開発協力大
綱の下，人間の安全保障と質の高い成長を実現」する
こと，ビジョンは「人々が明るい未来を信じ多様な可
能性を追求できる，自由で平和かつ豊かな世界を構築
し，パートナーと手を携えて，信頼で世界をつなぐ

（JICA 2017, HP より抜粋）」ことと掲げている．さら
に，JICA（2018）は，スポーツの価値や意義，スポー
ツの果たす役割が歴史・社会・文化・経済等の環境が
日本や西欧と異なる発展途上国において同じレベルの
認識や位置づけがされているわけではないが，全ての
人の自由と可能性を実現する「人間の安全保障 1」の

１　人間の安全保障とは，「人間の生にとってかけがえのない中枢部分を守り，すべての人の自由と可能性を実現すること」と定義
されている（JICA HP 引用）．つまり，人々を貧困や紛争，災害などといった脅威から守り，一人ひとりの人間が可能性を実現
する機会と選択肢を手にし，自ら脅威に対処できるようになることを目指している．
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視点を活動の基本としている．そこに，スポーツがも
つ本来の価値や意義などに加えて多種多様な競技・種
目の存在によって様々な形態（する・みる・支える）
での参加・実践が可能であるスポーツは，国際協力の
現場において「スポーツがもつ “ 人を集める力 ”」な
どを活用して，発展途上国が抱える諸問題の解決や普
及啓発活動に貢献することができるとされる（JICA 
2018）．それぞれの国や文化によりスポーツの捉え方
や価値は当然異なったものになるが，国際協力を行う
際には，その国でのスポーツに対する認識を踏まえ，
ドナー側が発展途上国側とともにスポーツのもつ可能
性について語り合い，ともに分かちあえるスポーツの
在り方を模索し，“ 人を集める力 ” をもったスポーツ
を通じて様々な社会問題にさえも取り組んでいくこと
が重要であろう．
　岡田 , 山口（2009, p.40）は「開発途上国の現状を判
断した場合，スポーツを基本的人権の一つとして主張
するより，スポーツの有効性への認識を高めることが，
結果的にスポーツ権の拡大に帰結する」と述べている．
このことは，いくら「スポーツを行うことはすべての
人々にとっての基本的な権利」であるということを主
張しても，発展途上国にとっては彼らの日常生活に変
化を与える影響力をもたない可能性を示している．そ
れよりも，スポーツがなぜ有効なのか，何に役立つの
か，何のためにするのかといった現地の目線に沿った
スポーツの在り方を模索することで，日常生活さえも
変化させることができる．だからこそ，スポーツにお
ける国際協力を行う際には，現地の社会的な諸課題と
スポーツに係るニーズとを照らし合わせ，その国や文
化に応じたスポーツの意義や価値を見出し，スポーツ
の可能性を最大限に生かしていくことが重要であると
言えよう．
　さらに，小林（2020a）は，現地の日常生活に密着
した問題を取り上げることは，スポーツのインパクト
を最大限に生かす主眼になることを主張している．

「「Tokyo2020」のプレゼンスを高める宣伝活動の方向
に 進 ん で（ 小 林 2020a, p.243）」 き た Sport for 
Tomorrow の取り組みは，「途上国の開発問題に貢献
するため」の支援ではなく，「オリンピック大会を成
功させるため」の支援に過ぎないという見方もでき，
それでは持続性をもたない無理な押し付けに終わるで
あろう（小林 2020a, p.249）．また，小林（2020b）が「地
べた」レベルでの開発の重要性を指摘しているように，
発展途上国にとって持続性をもった国際協力を実現し
ていくためには，ドナー側の意図を優先するのではな
く，現地の課題を見定め，長期的な視点で考えた協力
を行っていくことが，求められる本当の国際協力では
ないだろうか．

２．「スポーツ」と「開発」の位置づけ

　「スポーツ」とは，「人間欲求を充足する生活様式と
して人間自身が創り出した，人類共通の文化である（中
西 2012, p.9）」．また，広瀬（2005, p.20）は「スポー
ツとは遊びの形態をとりながら，競争の要素をもち，
ルールによって統制された，人類が自由意思で選択し
た身体活動」と示している．スポーツ基本法前文にお
いても，「スポーツは，世界共通の人類の文化である」
とあるように，スポーツは人々の生活を豊かに，発展
するために実践される「文化」である．「文化」につ
いて，日本スポーツ協会（2020, p.56）は「生活する
空間と時代によって，一つの事象・事物に対する意味
解釈に差異が生じ，世代間，あるいは国家や地域間で
の相違と衝突を経て，形成される」ものであるとして
いる．また，中西（2012, p.9）は，「人類がみずから
の手で形成・継承（伝承）してきた物心両面にわたる

（有形・無形の）成果の総体」とも述べている．さらに，
玉木（1999，p.182）は，文化を「人生の飾り」と表
現している．それは，人々がより快適に，より満足で
きる人生を送るために創り出してきたことを示す．す
なわち，「文化」は人々が自分の生活を豊かにするた
めに生み出したものであるといえ，スポーツは，まさ
に，人々の生活を豊かにするために生み出された文化
であるといえる．
　「開発」とは「より豊かな社会への取り組み（前川 
2015, p.11）」である．江原（2001, p.23）は，開発とは

「潜在的，原初的，未成熟的などの状態から，可視的，
活動的な状態や，精緻さや大きさ，完成度が向上した
状態になったり，そうさせたりすること」と述べてい
る．また，佐藤（2009, p.49）は，開発を他者によっ
て模倣的に行われるもので，「他者が意図的・計画的
に働きかけることによって発展を促そうとする行為」
と定義している．そこで，前川（2015）は，開発とは，
西洋諸国が歩んできた工業化から近代化へのプロセス
を，途上国がその過程を遅れながらも進んでいく，そ
こで，近代化のプロセスの進行を助けることが開発援
助の役割であると述べている．以上のように，多くの
論者が開発を先進国が一度経験した発展過程を途上国
が模倣的に歩んでいくものと捉えており，それを一度
経験した先輩として途上国の発展を援助することが開
発援助であるということになる．しかし，それぞれ歴
史や文化的背景が異なる中で，先進国が進んできた道
を同じように追随することが良い状況を導くことにな
るであろうか．United Nations（2003, p.3）は，「開発
とは，人々の選択肢を広げ，社会の全員が利用できる
機会を増やす過程である」と主張している．恩田（2001, 
p.3）は，「開発とは地域の個性を引き出すことであり，
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何よりも地域住民の自立・自助・自決を導くものでな
ければならない」と示している．開発は他者の協力に
よって行われるものであるが，地域にとって「よりよ
い」影響を与えるものでなければ本当の意味での開発
にならない．すなわち，他者主導で開発を推し進める
状態では地域の個性を引き出すことは難しく，自立・
自助を導くものにならない．他者と現地の協働によっ
て地域の特性を伸ばし，主体的な発展に向けて後押し
するものでなければならず，それによって現地の人々
の生活を豊かにすることができる．そこで，「開発」
を相互の協働により現地の特性に応じたよりよい社会
に向けて変化していく過程として論を進めていく．つ
まり，スポーツにおける「開発」は，地域に応じたス
ポーツの在り方を現地の人と協働で見出し，豊かな生
活に向けて広げていくことである．そのことにより，
スポーツに対する人々の意識が好意的なものとなり，
スポーツが生活に対する物事の捉え方・考え方を変化
させることにつながるものであると考えられる．

2.1. 「スポーツ」と「開発」のこれまで
　2005 年の「国際体育・スポーツ年（International 
Year of Sport and Physical Education 2005：
IYSPE2005）」制定により開発や平和を構築していく
うえで，スポーツの果たす役割の大きさが世界的に喚
起されるようになり，これまでは「身体活動（physical 
activity）」や「スポーツ・フォー・オール」といった
フレーズが支配的であったのに対し，「開発のための
スポーツ（sport for development）」，「開発とスポー
ツ（sport and development）」，「スポーツを通じた開
発（development through sport）」などのフレーズに
置き換えられた．このことにより，これまでは「余暇
活動や健康増進」の範囲内で理解されることが多かっ
たスポーツが，開発を後押しするためのひとつの手段，
ツールへと概念的に転換した．（小林 2014；小林 
2020a；小林 2020b；清水 2016）
　岡田（2011；2015b）は，スポーツと開発の関係性を，

「スポーツの開発（Development of Sport）」，「スポー
ツと開発（Development and Sport）」及び「スポー
ツを通じた開発 （Development through Sport）」とし
て文脈の変化を踏まえて以下のように述べている．
　「スポーツの開発」は，スポーツの振興やスポーツ
界全体の発展を考えたスポーツのあらゆる側面からの
発展を目指した活動や研究を意味している．しかし，
スポーツ自体の発展には，時代の流れの中で限界があ
ると考えられるようになった．
　そこで，「スポーツと開発」は，スポーツが個人，
集団，社会や地域に与える負の影響とスポーツ振興の
バランスを配慮する考え方で，相互にバランスの取れ

た開発を目指そうとしたが，様々な事柄が影響し合い，
「儲かる」産業としてのスポーツやスポーツによる自
然 環 境 の 破 壊 な ど， 負 の 影 響 も 出 て き た（ 岡 田 
2015b）．そのため，正負の影響を考慮しながら互い
のバランスを意識するようになった．
　そして，「スポーツを通じた開発」によって，スポー
ツを様々な社会課題の解決に向けた手段として国際協
力の場において活用することが考えられるようになっ
た．これは，スポーツを媒体としてスポーツのもつ力
を動員することによって，様々な分野の発展に貢献す
るという考え方である．発展途上国での深刻な貧困，
紛争，ジェンダー，感染症，HIV/AIDS などの課題
解決に向けた「糸口」や「きっかけ」，「起爆剤」や「刺
激」としてスポーツを活用していくことであり，スポー
ツを課題解決に向けた手段として捉えている．
　他方，JICA の取り組み方針では，これら 3 つの用
語を岡田とは異なる視点で示している．「スポーツの
開発（development of sport）」と「スポーツを通じた
開発（development through sport）」の全てを含んだ
概 念 と し て「 ス ポ ー ツ と 開 発（sport and 
development）」が用いられている．「スポーツの開発」
をスポーツそのものの普及振興支援を意味した呼び名
として，「スポーツを通じた開発」を何らかの開発課
題に直接，効果をもたらすことを期待してスポーツを
利用すること（直接効果）と，スポーツがもつ人を集
める力などを利用して発展途上国が抱える課題の解決
に資する活動の普及・啓発・促進を行うこと（間接効
果）の 2 種類の意味合いをもつと定義している（JICA 
2018）．
　「スポーツ」と「開発」を取り巻く用語は様々にあ
るが，このように，「スポーツ」と「開発」との間の
文脈は，時代の流れ，活動目的の変化に合わせて様々
に変化してきていることが分かる．
　国際会議の場面に目を向けると，2003 年 2 月に「第
1 回スポーツと開発国際会議」が開催され，「マグリ
ンゲン宣言」がもたらされたことがまず注目される．
そこでは，「スポーツと遊びに接するのは人間の基本
的権利であり，スポーツを通じて開発，平和，教育，
健康を促進することを全ての関係者に求める（安倍 
2006, p.30）」ことが謳われている．また，同年の 11
月には国連総会会議によって「教育，健康，開発，平
和を創造する手段としてのスポーツ」が採択され，
2005 年を「国際体育・スポーツ年」と制定した．そ
の目的は，教育，健康，開発，平和を促進する上でス
ポーツと体育が果たす重要な役割について国際社会の
理解を高めることとしており，人々の健康，国際開発，
国際平和，経済開発，地域開発，MDGs 達成といっ
たあらゆる分野で，スポーツと体育の役割が位置づけ
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られている（柄本 2012）．
　United Nations（2006）は，国際体育・スポーツ年
において，「ツール」としてのスポーツを積極的に活
用 し よ う と 期 待 し，「Development plus sport」 と

「Sport plus development」 の 2 つに区分している．
「Development plus sport」は，主に国際協力を行う
組織・機関，政府，スポーツ省，NGO を含んだステー
クホルダーが従事するスポーツ活動全般を指し，
MDGs などの特定の開発目標を達成するための手段
として活用が期待されるものを意味している．これら
のプログラムは広範で大きな開発プログラム全体に含
有 さ れ， 統 合 さ れ て い る． 他 方，「Sport plus 
development」は，典型的には政府，スポーツ省，スポー
ツ界のアスリートや活動家が中心となり，プログラム
を展開する．その目的は，スポーツや学校体育を促進
し，スポーツそのものに価値があるとの考えの下に活
動が企画・実施される．意図的であろうとなかろうと，
これらの活動を通じて，コミュニティの構築，収入の
向上，インフラの提供などが促され，その地域や国の
開発に貢献することが期待される．このように，スポー
ツそのものの発展を目指すのか，開発課題を達成する
ための手段としてスポーツを活用するのかに，考え方・
活動が区分されることが理解できよう．
　日本におけるスポーツ分野での国際協力においても，
発展途上国の社会的課題の解決を目的として，スポー
ツを「手段」，「ツール」として用いる活動，つまり，

「Development plus sport」が多いことが分かっている．
　しかし，鈴木 , 岡田（2015, p.85）は「ツール」とし
てのスポーツの側面を強調することで，時間的・人的
コストを惜しまずじっくりと，地域に密着した，土着
のスポーツを組織化・発展させることがもたらす開発
への貢献を見過ごしてしまう可能性を警告している．
　生活の一部として誰もが日常的にスポーツを行って
いくには，長い期間を要する可能性は高いが，「スポー
ツの開発」としてスポーツそのものがもつ本質的な価
値や意義が理解されるように努力することも重要では
ないかと考えられる．その上で，これら 2 つの側面の
バランスをとりながらスポーツがもたらす効果・可能
性を，対象となる地域や国の文化・伝統・習慣等に適
応させた形で伝えていくことが，必要ではないだろう
か．

2.2. 「スポーツ」と「開発」の課題
　ドナー側が「スポーツ」を「開発」しようと途上国
に自国の考えをそのまま持ち込んでも，現地のニーズ
に適したものでなければ，本当の意味でのスポーツの
国際協力を行うことはできない．そこで，清水（2012, 
p.48）は，スポーツを通した開発論の最大の問題とし

て，「文化の豊穣化」を妨げてしまうことを挙げている．
これは，利用価値が小さければスポーツは無駄として
切り捨てられることを意味する．また，岡田（2015c）
は，スポーツと開発に携わる者が，どこに軸足を置く
のか，何を優先するのかを真摯に自問する必要があり，
答えは現場にしかないと訴えている．「現場のリアリ
ティとその「変化」に寄り添いながら，「スポーツに
どのような貢献が出来るのか」を多くの分野の関係者
を巻き込んだ議論に発展させていくことが重要である

（岡田 2015c, p.112）」と示している．
　つまり，現地の状況やスポーツに求められるものが
変化することを踏まえ，現地に寄り添いながら国際協
力を行う姿勢が重要である．寄り添うことで初めて見
えてくる新たな課題やニーズに対応しながら，スポー
ツがどのように貢献できるのかについて，現場の視点
に立って熟考し，スポーツのもつ多様な可能性から現
地に適した意義や方向性を見出し，社会や文化の流れ
に応じた様々な形で国際協力を行っていく必要がある
と考えられる．
　河野（2011）は，スポーツ振興法以降，スポーツ基
本法の成立を受けて，スポーツそのものの振興に留ま
るのではなく，スポーツの価値をより高い次元でとら
えてスポーツを通してより良い社会を目指した

「Development of Sport」から「Development through 
Sport」へと転換することを示唆している．
　しかし，スポーツを手段とした開発を国際協力の形
として今後も推進していくので良いのだろうか．国連
のスポーツ施策の内容を示す「スポーツ」と「開発」
の文脈が，時代の流れ，活動目的の変化に合わせて推
移してきたように，今後の国際協力の在り方としてス
ポーツを手段とした「スポーツを通じた開発」を推し
進めていくことは，スポーツそのものがもつ力を弱め，
開発が手段となった協力になってしまう可能性がある
と考えられる．また，United Nations（2003）は，「ス
ポーツは開発の原動力ではなく副産物とみなされてい
る（United Nations 2003, p.3）」と指摘している．こ
れでは，開発のツールとしてスポーツが用いられるば
かりで，スポーツそのものの発展は望めない．
　JICA は，スポーツに係る国際協力活動の方針とし
て「スポーツと開発」を軸に 3 つの柱として①「学校
体育や課外活動支援を通じた健康増進及び非認知能力
の向上」，②「スポーツへの参加を通じた全ての人々
の社会的包摂の促進ならびに平和の促進」，③「スポー
ツ競技力向上と環境整備を通じた国民の団結力強化お
よび国際社会との連帯促進」を示している（JICA 
2018, p.18）．これらの①，②は「スポーツを通じた開発」
の直接効果に該当するものが多く，③は「スポーツの
開発」によるものである．
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　このことからみても，日本，つまり JICA の取り組
んでいる体育・スポーツにおける国際協力活動では，

「スポーツと開発」に軸足を置いた，それぞれ別々の
側面からの開発を目指しており，間接効果の側面は弱
い傾向にある．また，どのような活動を行うかは各隊
員に任されており，それぞれの活動においては成果の
見える「技術の改善・向上」や「現地教員による授業」
といった目に見える形での変容に重視する傾向にある
ことからも，間接的な側面からの開発は難しい．さら
に，それぞれの隊員がどの程度「開発」を意識した国
際協力を行っているかについては，個人差が大きいと
ころであろう．
　よって，JICA による体育・スポーツにおける国際
協力活動においては，別々の意図をもった 3 つ活動の
要素を，相互に連携させながら開発を推し進めていく
ことでスポーツのもつ力を最大限に生かすことができ
るのではないかと考えられる．学校の中においても，
体育・スポーツのもつ力を利用して社会的な地域課題
の解決に向けた活動を実施することも本来的には可能
であり，地域住民や保護者をも巻き込むような活動が
実践できれば，大人たちにとっても，体育・スポーツ
の価値を見直すきっかけとなり，スポーツ自体のさら
なる普及・振興にもつながっていくのではないだろう
か．
　
2.3. 「スポーツ」と「開発」のこれから
　他方，Lervermore & Beacon（2009）は，「スポーツ」
と「 開 発 」 の 関 係 に つ い て，「 ス ポ ー ツ の 開 発

（development of sport）」，「スポーツを通じた開発
（development through sport）」，「開発におけるスポー
ツ（sport-in-development）」の 3 つの概念を示してい
る．「スポーツの開発」は，スポーツへの参加や技術
向上のための活動で，スポーツそのものの発展に焦点
を置いたものである．「スポーツを通じた開発」は，
スポーツを他の社会的，経済的，政治的目的を達成す
るための手段としてスポーツを用いる活動である．そ
して，「開発におけるスポーツ」は，スポーツによっ
て社会的な課題解決を支援するかもしれないという認
識でこれら 2 つの上位概念として位置づけている．
　この「開発におけるスポーツ」をもとに Coalter

（2009）は，スポーツと国際協力に関するプログラム
がどのような目的をもって実施されるかに着目してス
ポーツ・プラスとプラス・スポーツの２つに分類して
いる．前者のスポーツ・プラスは，参加層の拡大や技
術向上といったスポーツ振興に向けられた活動であり，
それと連動してジェンダーの問題や HIV ／ AIDS に
対する啓発活動のような開発プロジェクトがある．後
者のプラス・スポーツは，スポーツを活用し，そこに

集まってきた人々に種々の社会的な課題の解決を行う
ことが主たる目的である．
　また，中西（2012）は，スポーツと特定の社会的諸
課題の解決を「目的―手段関係」と定位している．そ
こで，スポーツに外在する価値実現の手段としてス
ポーツを正当化しようとする「スポーツ手段論」と，
スポーツという文化に内在する本質的かつ人間的価値
を重要視し，スポーツ経験そのものが人間と社会に
とって意味と価値をもち，人間の欲求充足のための自
己目的的な活動としてスポーツを意味づけようとする

「スポーツ目的論」の 2 つの考えを示している．これ
ら 2 つを「不易流行」のように，スポーツ目的論を「不
易」，スポーツ手段論を「流行」として副次的・付随
的に取り入れながら，２つのバランス関係の維持・形
成における重要性を指摘しており，「流行」が重視さ
れるとスポーツ自体の変質や歪みが生じ，スポーツの
豊かな可能性を自ら閉ざし，人間性や社会の破壊など，
多くの弊害が発生することを示唆している．
　つまり，「開発におけるスポーツ」を行ううえで，
どちらが主目的であっても，スポーツの発展と社会課
題の解決は互いに関連し合っているもので，一方の
偏った考えに陥らないことが必要であると考えられる．
すなわち，スポーツのもつ力を最大限に生かし，相互
に調和的なバランスを取り合い，維持・形成していく
ことが「開発におけるスポーツ」において今後日本が
国際協力の現場で行っていくべきものではないだろう
か．
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